
土地改良区からのお願い

組合員資格得喪通知について（農地法第３条）
　土地改良区の賦課台帳は、組合員皆さまからの届出に
よって更新されます。農地を売買した場合は、速やかに
「組合員資格得喪通知書」をご提出ください。手続を怠り
ますと農地を移動したのにいつまでも組合費が掛かること
になります。
　なお、｢組合員資格得喪通知書」をご提出いただいた際
は、土地改良区の方で賦課地の調査等行い、場合によって
は必要な手続きをお願いしますので、ご理解、ご協力の程
お願い申し上げます。

他目的使用について
　土地改良区が管理する農道や水路を農業以外の目的で使
用する場合、土地改良区の許可が必要となりますので、速
やかに「土地改良財産他目的使用申請書」をご提出くださ
い。
　使用期間は最大で５年間です。引き続き使用する場合は
更新手続きが必要です。
　無断で使用している場合、直ちに撤去命令を発し、原形
に復するため復旧工事等の費用をご負担いただきます。
　なお、広告看板は許可いたしません。
　他目的使用に伴う納入額は次のとおりとなります。
１．使用料金（５年分）
　① 乗入れ（橋など） １㎡当たり 7,200円／５年間
　② 浄化槽排水 １人槽当たり 1,800円／５年間
　③ ガス管・上下水道管　家庭引込　免除
２．消費税（消費税法改正により10/１以降10%）

手数料について
　土地改良区の許可書、同意書、意見書又は証明書その他
これに類する文書を交付する場合は、手数料として1,000円
と消費税（消費税法改正により10/１以降10%）を納入いた
だきます。

賦課内訳書の確認について
　賦課令書の配布と併せて賦課内訳書もお送りしておりま
す。今一度、現在ご自身がお持ちの農地をご確認いただき
ますようお願い申し上げます。
　何かお気付きの点やご不明な点等ございましたら、地区
事務所までお問い合わせください。
　ご指摘の点につきましては、実地調査し、所定の手続き
を行った上で処理させていただきます。

申請様式のダウンロードについて
　土地改良区への申請や届出等の様式がホームページから
ダウンロードできるようになりました。形式はExcel（エク
セル）とWord（ワード）をご用意しましたのでご利用くだ
さい。
　なお、ご提出いただく際は、関係図面や関係資料の添付
を要しますので、ご不明な点は、土地改良区本部又は本部
１Ｆの各地区事務所へお問い合わせください。
ホームページアドレスは次のとおりです。

灯油の流出事故防止について

農家の皆さまにお願いしたいこと

　一年を通して用水路・排水路への油の流出事故が絶えま
せん。消防署や警察署から農家の皆さまへ啓発をお願いさ
れております。
　油類の流出は火災の危険性だけではなく周辺の自然環境
にも深刻な影響を与えかねません。
　万が一農地にまで汚染が広がってしまいますと、作付け
補償や土壌改良などその補償は計りしれません。
　今一度、身の回りの屋外・屋内の貯蔵施設をご確認頂き
ますようお願いします。

①ホームタンクからポリタンクへの小分け
中は、絶対にその場から離れない。
②小分け後は、しっかりとバルブを閉めた
ことを確認する。
③ビニールハウスや作業小屋への配管に異
常がないか確認する。
④除雪や草刈り作業によってバルブや配管
を痛めないように注意する。

農地の転用について（農地法第4条・第5条）

　◆ 決済金とは

田　638,000円（10ａ当たり）
畑　159,000円（10ａ当たり）
（地目変更は、10ａ当たり479,000円）

http://www.kamedagou.jp/download/

　ご自分の農地を自ら転用する場合や農地を売ったり貸し
たりして転用する場合、土地改良区への申請と共に決済金
が必要となります。

・区域内における農地を宅地や公共事業用地（道路、水
路敷等）など農地以外の用途に転用されますと当該受
益面積が減少し、償還金や将来の維持管理費を残され
た農地の組合員が負担することになり、その過重負担
を招くことのないように農地を転用するとき土地改良
法（第42条）に基づき一定額を納めていただくもので
す。

・決済金の算定にあたっては毎事業年度のはじめに次年
度以降の債務額、県営事業分担金、団体営事業負担金
のほか将来の維持管理費や事務費なども組み入れて算
定し、理事会において決済金の額を決定しています。

・令和元年度の農地転用に伴う決済金は、次のとおりと
なります。
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亀田郷一斉清掃の開催亀田郷一斉清掃の開催
　去る６月２日(日)午前９時から今年で17回目となる
「亀田郷一斉清掃」が実施されました。特に田んぼや
畑といった農地周辺の環境維持のため、当日は農家の
方、各工区・分区の役員、各自治会、新潟市職員、東
日本高速道路(株)、亀田郷建設業協会など主催・参
加・協力団体の皆さん1,225人が全郷にわたり18班に
分かれ、高速道路沿線や水路、農道などのゴミ拾いを
行いました。
　収集されたゴミは、一般ゴミが４.０トン(うち燃え
るゴミ２.６トン、燃えないゴミ１.４トン)、粗大ゴミ
がタイヤ120本、テレビ９台、冷蔵庫１台、自転車３
台など処理費に36.5万円も要しました。これを新潟市

と東日本高速道路(株)と土地改良区の三者のほか、
｢CHANGE FOR THE BLUE 海の未来を変える挑戦｣
における海ごみゼロ新潟プロジェクト実行委員会（事
務局：BSN新潟放送）で負担しました。
　また、この活動が翌日の６月３日(月)７：40頃に
BSNで放送されました。
　不法投棄のない地域を目指すべく地域住民の皆さ
ま、そして引き続き組合員皆さまのご協力をお願いし
ます。
　ご参加された皆様、大変お疲れ様でした。ありが
とうございました。この紙面を借りてお礼を申し上
げます。

令和元年度賦課額（10a当たり)

第 1区（横　越）
第 2区（大江山）
第 3区（亀　田）
第 4区（両　川）
第 5区（曽野木）
第 6区（鳥屋野）
第 7区（山　潟）
第 8区（石　山）
第 9区（大　形）

11,500
11,500
11,500
11,500
11,500
11,500
11,500
11,500
11,500

500
500

500

12,000
12,000
11,500
11,500
12,000
11,500
11,500
11,500
11,500

畑（10 a）につ
いては定款第
2 5条により田
の100分の25の
額（共通2,875
円、各区 1 2 5
円）

摘　要  一般会計（円）
区　分 共 通 費 各 区 費 

計（円） 備　　考

令書発行　　10　月　４　日

納　　期　　10　月　21　日
・現金納入の場合は10月21日までに納めてください。
・口座振替の場合は10月21日に引き落とされます。

亀田郷土地改良区　新役員（理事）の紹介亀田郷土地改良区　新役員（理事）の紹介

阿部 徳威 理事（大江山)

選挙会

佐野 正人 理事（石山)

　第二、第八被選挙区理事の辞職に伴う役
員補欠選挙を7月19日に実施しました。
　候補者の届け出が定数を超えなかったた
め、総代会での投票は行わず、同日選挙会
により当選人を決定しました。選挙管理者
には小林信行総代（亀田)、選挙立会人には
佐藤和雄総代（横越)、大沢一衛総代（大江
山）が理事長より指名され、選挙事務を行
いました。
　選挙会終了後、選挙管理者から当選者に
当選通知書が付与されました。
　新理事として第二被選挙区に阿部徳威氏、第八被選挙区に佐野正人氏が当選し、７月
26日付で就任いたしました。

令和元年度　組合費

亀田郷土地改良区だより 令和元（2019）年 10 月１日（6）　第　131　号


